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令和６年度東員町公共交通及びデジタル広告活用ＰＲ業務 
公募型プロポーザル実施要領 

 

１．趣旨 

この実施要領は、令和６年度東員町公共交通及びデジタル広告活用ＰＲ業務の契約

候補者を選定するため、プロポーザルの実施に関して必要な事項を定める。 

 

２．業務概要 

（１）業務名 

令和６年度東員町公共交通及びデジタル広告活用ＰＲ業務 

（２）業務内容 

令和６年度東員町公共交通及びデジタル広告活用ＰＲ業務仕様書のとおり 

 （３）委託料上限額 

    ６，４００，０００円 

    【内訳】 

①公共交通機関を利用したＰＲ事業 

４，４００，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

    ②デジタル広告を利用した PR 事業 

２，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

（４）契約期間 

     契約締結日から令和７年３月３１日まで 

 （５）契約方法 

     公募型プロポーザルで決定した契約候補者との随意契約 

 

３．参加資格 

このプロポーザルに参加しようとする者は、以下の全ての条件を満たしている者と

する。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当し

ないこと。 

（２）東員町財務規則（昭和６３年９月１日規則第１１号）第１２５条第２項又は同

条第３項に規定する資格を有する者の名簿（印刷又は広告代理・企画）に登録さ

れていること。 

（３）プロポーザル参加申込書提出期限日以降において、指名停止措置を受けていな

いこと。 

（４）経営不振の状態（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更正手続

き開始の申立てをした又はされたとき、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

に基づき再生手続き開始の申立てをした又はされたとき、手形又は小切手が不渡

りになったとき等）にないこと。 

（６）プロポーザル参加申込書提出期限日以降において、東員町の締結する契約等か

らの暴力団等排除措置要綱（平成２９年東員町告示第７４号）に基づく入札から

の排除措置を受けていないこと。 
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（７）「令和６年度東員町公共交通及びデジタル広告活用ＰＲ業務公募型プロポーザル

実施要領」及び「令和６年度東員町公共交通及びデジタル広告活用ＰＲ業務仕様

書」で定める業務について、十分な遂行能力と適正な執行体制を有し、当町の指

示に柔軟に対応できること。 

 

※参加意思確認時点において参加資格を有する場合であっても、契約締結まで 

の間に参加資格を喪失することになった場合は、契約を締結しない場合がある。 

 

４．提出書類及び方法等 

  本プロポーザルへの参加を希望する事業者は、次の「プロポーザル参加申込書（様

式第１号）」等の書類※へ必要事項を記入、押印の上、後述の 14 の事務局（提出及び

問合せ先）へ提出すること。 

（１）提出期限・提出書類 

 【提出期限：令和６年７月１２日（金）午後５時まで】 

・プロポーザル参加申込書（様式第１号）            １部 

・会社等概要書（様式第 2 号）                         ３部 

 

  【提出期限：令和６年７月２３日（火）午後 5 時まで】 

・企画提案書（様式第３号）                          ８部 

・見積書（様式第４号）                       正本１部、複写７部 

・実施体制（様式第５号）                            ８部 

 

※すべての様式は、提出部数８部のうち１部は社印押印の原本とし、残りの７部

は複写可で社名が特定される部分は黒塗り等を行うこと。また、企画提案書の

記載内容に社名が特定される表記は行わないこと。 

 

（２）提出方法 

14 の事務局（提出及び問合せ先）へ直接又は郵送（必着）とする。提出書類につい

てはすべて紙媒体で提出すること。なお、提出書類は一切返却しない。 

 

５．質問及び回答 

プロポーザルに関して質問がある場合は、令和６年７月１２日（金）午後５時まで

に質問書（様式第６号）にて、政策課広報秘書係へ電子メール（kouhou@town.toin.lg.jp）

で提出すること。 

なお、質問事項及び質問事項に対する回答については、全ての質疑をまとめて参加

者全員に電子メールで通知する。 

 

６．候補者の選定方法 

 （１）参加資格審査 

   プロポーザル参加申込書（様式第１号）等を提出後に参加資格の書類審査を実施

し、その結果を令和６年７月１７日（水）付け（予定）で通知する。 
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（２）プレゼンテーション、審査 

  次のとおり、本プレゼンテーションの採点を行うために設置された「令和６年度

東員町公共交通及びデジタル広告活用ＰＲ業務事業者選定委員会」に対して、プレ

ゼンテーションを行うこと。 

【スケジュール】 

番号 項目名 注意事項等 

１ 日時・会場 ・令和６年７月２９日（月）午前９時以降 

・集合時間および会場については、事業者ごとに「参加資格

審査結果通知書」で指定する。 

２ 順  番 ・プロポーザル参加意思確認書到着順とする。 

３ 持ち時間 ・【プレゼンテーション】２５分以内 

・【委員からの質疑】１０分程度 

４ 出席者 ・３人以内 

・事業者を特定できる名札等はつけないこと。 

５ 持参物等 ・パワーポイント等を使用する場合は、東員町で大型モニタ

ー等の準備をするが、パソコン等は参加者が用意すること。

なお、接続については HDMI 接続を想定している。 

６ 審査について ・事前提出書類とプロポーザル参加者が行うプレゼンテー

ションの内容に基づき審査する。 
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７．審査の評価基準 

審査は、選定委員が各事業者からのプレゼンテーションを受け、質疑を行った後、 

次の項目について評価を行い、その合計点数が最も高い事業者を契約候補者として選 

定する。各選定委員の合計点が最も高い事業者が複数あった場合は、７の評価基準の 

うち評価項目①と②の合計点数が高い方で決定する。それでも差がつかない場合は、  

評価項目③⑤④の順でそれぞれの点数が高い順番で決定する。 

 

 

８．選定委員会 

  選定委員会の委員は、東員町職員から概ね 5 名の範囲で構成する。なお、委員がや

むを得ず審査に参加できない場合は、当該委員が指名するものを委員とすることがで

きる。また事務局は政策課に置く。 

 

９．プロポーザル審査結果 

  プロポーザル審査結果は書面にて参加者に通知する。なお、電話等での問い合わせ

は一切受け付けない。 

 

 

 

 

評 価 項 目 内 容 配点 

①企画・提案力１ 

ラ ッ ピ ン グ バ ス を 運 行 す る に あ た り 、 東

員 町 の Ｐ Ｒ 事 業 と し て 、 効 果 が 見 込 め る

提 案 で あ っ た か 。  

３０点 

②企画・提案力２ 

東 員 町 の Ｐ Ｒ 動 画 を 放 映 す る に あ た り 、

東 員 町 の Ｐ Ｒ 事 業 と し て 、 効 果 が 見 込 め

る 提 案 で あ っ た か 。  

３０点 

③企業提案 

本町が仕様書に示す２事業（共交通機関を利用し

たＰＲ事業・デジタル広告を利用した PR 事業）

以外に効果的なＰＲ方法の提案があったか。 

２０点 

④業務実績及び 

実施体制 

本業務を迅速に遂行する体制が十分にできてお

り、類似した経験と実績を有しているか。 
１０点 

⑤見積金額 企画提案書に見合った見積額の妥当性があるか。 １０点 

合   計 １００点 
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10．契約候補者との契約 

町は契約締結に向けて、候補者と業務の実施方針及び手法などについて協議及び調

整を行った上で、業務委託契約の締結を行う。候補者の企画提案書に記載された全内

容を承認するものではない。なお、協議が不調となった場合には、次点の候補者と同

様の手続きを行うものとする。 

 

11．スケジュール（予定） 

 手   順 時期、期限等 

1 参加申込書の提出締切 令和６年７月１２日（金） 

2 質問書の提出締切 令和６年７月１２日（金） 

3 質問書に対する回答 令和６年７月１７日（水） 

4 
参加資格結果通知 

プレゼンテーション時間決定通知 
令和６年７月１７日（水） 

5 企画提案書等の提出締切 令和６年７月２３日（火） 

6 プレゼンテーション、審査 令和６年７月２９日（月） 

7 契約候補者の選定結果通知 令和６年７月２９日（月） 

8 契約候補者の選定結果公表 令和６年７月２９日（月） 

9 契約候補者との打合せ 令和６年７月３１日（水） 

10 契約締結 令和６年７月３１日（水） 

                    

12．提案者の失格 

提案者が次の何れかに該当する場合は、失格とする。 

（１）提出書類に虚偽の記載、他事業者の盗作等があった場合 

（２）会社更生法の適用を申請するなど、契約の履行が困難と認められる場合 

（３）その他公平な審査を妨害する行為があったと認められる場合 

 

13．その他留意事項 

（１）期限までに企画提案書等の提出がなかった者、プレゼンテーション当日指定さ

れた場所、時刻に来ない者は辞退したものとみなす。 

（２）提案者から提出のあった書類等の著作権は提案者に帰属するものとし、契約に

至った場合に使用する他は事業者選定以外には使用しないものとする。 

（３）本プロポーザルに関する情報公開請求があった場合、東員町情報公開条例の規

定に基づき、開示する場合があるが、公開することで企業に不利益を与えるおそ

れのあるものについては、原則として公開しない。 

（４）書類提出後の提案書等の修正または変更は認めない。 

（５）提出書類に虚偽の記載をした場合は、東員町建設工事等資格（指名）停止措置

要領（平成２９年東員町訓令第２号）に基づき指名停止措置を行うことがある。 

（６）プロポーザル参加意思意思確認書提出後に、プロポーザルへの参加を辞退する

場合は、「辞退届（様式第７ 
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号）」を提出すること。 

（７）本業務の遂行にあたり、地方自治法等の関係法令を遵守すること。 

（８）本業務を行うにあたり個人情報を取り扱う場合には、「東員町個人情報保護条

例」を遵守し、その取扱いに十分に留意し、漏洩、滅失及びき損の防止その他個

人情報の保護に努めること。 

（９）本業務の実施に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利

用することはできない。また、契約期間終了後又は契約解除後においても、同様

とする。 

（10）審査は非公開とする。 

（11）プロポーザルに参加する費用はすべて参加者の負担とする。 

（12）適正な人員と体制を整え、業務の各過程において当町と十分に協議すること。 

（13）本要領に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、当町と受託者で協議の上、

定めるものとする。 

（14）審査に関する方法、内容及び結果に対する不服申し立ては認めない。 

 

14．事務局（提出及び問合せ先） 

  （１）東員町役場政策課広報秘書係 

  （２）住 所 〒５１１-０２９５ 三重県員弁郡東員町大字山田１６００番地 

  （３）電 話 ０５９４－８６－２８６２ 

  （４）ＦＡＸ ０５９４－８６－２８５１ 

  （５）Ｅメール kouhou@town.toin.lg.jp 

 


